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【福祉部】
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低所得世帯に対する物価高騰支援給付金給付事業費
（コロナ克服・新時代開拓臨時交付金）
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（単位：千円）

負担金

使用料

手数料

財産収入

寄付金

繰入金

地方債 0 0 

その他 0 0 

一般財源 46,220 諸収入 0 

計 863,820 その他 0 

備　　考　　欄

事業の概要　会計名

市長段階査定額 863,820 0 

社会福祉費

目 社会福祉総務費

補正前額 0 

要求額 863,820 

総務部長段階査定額 863,820 

一般会計 【問合せ先】福祉企画係  0857-30-8202
 【１１次総の施策体系】1403 
 【事業の経過及び背景】 
　国は「物価・賃金・生活総合対策本部」において、「新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金」を増額・強化し、物価高騰に対する追加策として、特に家計
への影響 が大きい低所得世帯に対し３万円を、低所得の子育て世帯に児童一人当たり
５万円を支給することとし、令和５年３月28日に閣議決定した。 
【事業の目的及び効果】 
　住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯に対し、給付金を支給す ることで、
物価高騰下における低所得世帯や低所得子育て世帯の生活を支援する。 
 【事業の内容】
　（１）低所得世帯支援給付金（一世帯当たり３万円）
　　令和５年４月１日（基準日）に本市の住民基本台帳に記録された世帯で次に該当
　　する世帯
　　①　令和４年度と令和５年度のいずれかの住民税が非課税である世帯
　　②　令和４年度と令和５年度のいずれかの住民税が均等割のみ課税である世帯
　　　（ただし、①に該当する世帯は除く。）
　（２）低所得世帯子育て応援給付金（児童一人当たり５万円）
　　令和５年４月１日（基準日）に本市の住民基本台帳に記録された世帯で次に該当
　　する世帯のうち、18歳以下(平成17年４月２日以降生まれ)の児童がいる世帯
　　①　令和４年度と令和５年度のいずれかの住民税が非課税である世帯
　　②　令和４年度と令和５年度のいずれかの住民税が均等割のみ課税である世帯
　　　（ただし、①、②とも、令和５年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生
　　　　活支援特別給付金の対象世帯は除く。） 
　　・住民税非課税世帯　　　　　　　　　22,000世帯 
　　・住民税均等割のみ課税世帯　　　 　　4,070世帯 
　　・住民税非課税世帯内の児童(※）　　　　  210人
　　・住民税均等割のみ課税世帯の児童(※）　  770人
　　　　※　こども家庭局で対応分を除く。
　　・支給額　　　　一世帯あたり３万円 
　　　　　　　　　　児童一人につき５万円　　　　 

款 民生費

項

その他財源の内訳

分担金 0 

0 

区　　分 補正額 0 

財
源
内
訳

国・県支出金 817,600 0 

福００１ 項　　目　　名 低所得世帯に対する物価高騰支援給付金給付事業費（コロナ克服・新時代開拓臨時交付金）

予算書項目 低所得世帯に対する物価高騰支援給付金給付事業費 ページ 13 所　　属　　名

福祉部 
地域福祉課年度 R5

（単位：千円）

負担金

使用料

手数料

財産収入

寄付金

繰入金

家００１ 項　　目　　名 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費

予算書項目 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 ページ 13 所　　属　　名

健康こども部こども家庭局 
こども未来課年度 R5

一般会計 【問合せ先】育成係 0857-30-8239 

【１１次総の施策体系】1101 

【事業の経過及び背景】 
　国は「物価・賃金・生活総合対策本部」において、「新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金」を増額・強化し、物価高騰に対する追加策として、特に家計
への影響が大きい低所得世帯に対し３万円を、低所得の子育て世帯に児童一人当たり
５万円を支給することとし、令和５年３月28日に閣議決定した。

【事業の目的及び効果】 
　食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給する
こと により、その実情を踏まえた生活の支援を行う。 

【事業の内容】 
　低所得の子育て世帯に対し、児童一人当たり５万円の特別給付金を支給する。 

　対象 
  ①児童扶養手当受給者、また低所得のひとり親世帯(公的年金受給者、家計急変者) 
  　2,593人（見込）×50千円＝129,650千円 
  ②その他、住民税均等割非課税の子育て世帯 
　  1,891人（見込）×50千円＝94,550千円 

　財源：国費10/10

款 民生費

項

その他財源の内訳

分担金 0 

0 

区　　分 補正額 0 

財
源
内
訳

国・県支出金 232,976 0 

事業の概要　会計名

市長段階査定額 232,976 0 

児童福祉費

目 児童福祉総務費

補正前額 0 

要求額 232,976 

総務部長段階査定額 232,976 

地方債 0 0 

その他 0 0 

一般財源 0 諸収入 0 

計 232,976 その他 0 

備　　考　　欄
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（単位：千円）

負担金

使用料

手数料

財産収入

寄付金

繰入金

保００１ 項　　目　　名 熱中症対策事業費

予算書項目 熱中症対策事業費 ページ 13 所　　属　　名

健康こども部鳥取市保健所 
保健総務課年度 R5

一般会計 【問合せ先】企画連携係 0857-30-8521

【１１次総の施策体系】1301

【事業の経過及び背景】
　地球温暖化の影響が懸念される中、熱中症対策の一層の促進に向け、国において熱
中症対策の法制化が進められている。鳥取県においても、令和４年８月には人口10万
人あたりの熱中症搬送者数が全国で最も多く記録されるなど、熱中症対策の取組の強
化が求められている。このたび環境省「令和５年度地方公共団体における効果的な熱
中症対策の推進に係るモデル事業」の採択を受け、関係団体との連携による熱中症対
策に資する取組を実施することとなった。

【事業の目的及び効果】
　熱中症搬送者数の半数が高齢者であり、特に他者に気付かれにくい独居高齢者の屋
内での熱中症が懸念されるため、民生委員等の協力を得ながら、地域における直接の
声掛け・見守りを行い、高齢者の熱中症のリスクを低減する行動につなげる。また一
般の方に対しても、人の動きが活発化する中での注意喚起や、クールシェルター（涼
める場所）の確保・拡大を図るなど、関係団体との連携による熱中症対策の取組を強
化していく。

【事業の内容】
（１）独居高齢者の熱中症対策：温湿度計配付・アンケート実施とあわせた注意喚起
　　　温湿度計配付、アンケート集計　3,576千円
（２）クールシェルターの取組強化：参加施設の確保・拡大
　　　ステッカー配付　　　　　　　　　271千円
（３）熱中症予防啓発動画：セミナー、高齢者サロン、観光施設などで活用
　　　動画制作　　　　　　　　　　　1,430千円
（４）庁内における横断的連絡体制の強化

※その他財源の諸収入は、地方公共団体における効果的な熱中症対策の推進に係るモ
デル事業助成金

款 衛生費

項

その他財源の内訳

分担金 0 

0 

区　　分 補正額 0 

財
源
内
訳

国・県支出金 0 0 

事業の概要　会計名

市長段階査定額 5,500 0 

保健衛生費

目 健康対策費

補正前額 0 

要求額 5,500 

総務部長段階査定額 5,500 

地方債 0 0 

その他 5,500 0 

一般財源 0 諸収入 5,500 

計 5,500 その他 0 

備　　考　　欄
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